指定障害福祉サービス事業者等指定基準について

１　指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定基準について
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、横浜市・川崎市、相模原市・横須賀市及び県（前記４市を除く地域を所管）が、厚生労働省令で定める基準に沿ってそれぞれが定める基準条例に基づき指定を行います。
指定申請に当たっては、必ず事業所の所在地を所管する指定権者が定める基準条例を参照してください。

＜問い合わせ先＞
横浜市　　障害企画課　　　　　045-671-3601
川崎市　　障害計画課　　　　　044-200-2927
相模原市　障害福祉サービス課　042-769-8355
横須賀市　指導監査課　　　　　046-822-8411
神奈川県　障害サービス課　　　045-210-4732

２　指定地域相談支援事業者及び指定計画相談支援事業者の指定基準について
指定地域相談支援事業者の指定は、厚生労働省令に定める基準に基づき、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市及び県（前記４市を除く地域を所管）が行います。
また、指定計画相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定める基準に基づき、事業所が所在する市町村が行います。

